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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。第92期につい

ては当期純損失であり、また潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第92期の自己資本利益率、株価収益率は当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

４ 従業員数欄の( )書は臨時従業員数であり、年間の平均人員を記載しております。 

５ 第93期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月

売上高 (千円) 18,534,929 18,078,792 16,665,567 19,227,274 18,887,058

経常利益 (千円) 956,526 782,970 537,317 391,270 623,763

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(千円) 536,638 495,470 400,193 △ 1,606,017 623,116

純資産額 (千円) 15,586,948 15,964,791 16,159,502 14,401,805 15,029,563

総資産額 (千円) 20,626,935 20,708,246 20,668,051 18,972,534 18,552,480

１株当たり純資産額 (円) 586.62 601.40 609.51 544.51 555.82

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) 19.11 17.84 14.25 △ 60.77 23.58

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 75.6 77.1 78.2 75.9 79.1

自己資本利益率 (％) 3.5 3.1 2.5 ─ 4.2

株価収益率 (倍) 15.44 17.82 24.14 ─ 16.80

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 232,950 565,256 △ 232,405 873,065 45,000

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 547,871 △ 175,285 △ 705,219 △ 262,659 20,374

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △ 228,751 △ 327,885 △ 221,390 △ 247,304 △ 416,656

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 4,620,330 4,861,345 3,721,873 4,084,973 3,733,691

従業員数 (名)
677
(130)

638
(175)

618
(160)

607
(166)

542
(203)
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(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第92期の１株当たり配当額10円には、創立60周年記念配当２円50銭が含まれております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。第92期につい

ては当期純損失であり、また潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 第92期の自己資本利益率、株価収益率、配当性向については、当期純損失が計上されているため記載してお

りません。 

５ 従業員数欄の( )書は臨時従業員数であり、年間の平均人員を記載しております。 

６ 第93期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期

決算年月 平成15年１月 平成16年１月 平成17年１月 平成18年１月 平成19年１月

売上高 (千円) 10,017,972 9,966,191 9,295,297 9,959,652 9,215,215

経常利益 (千円) 792,255 707,888 580,916 563,415 493,450

当期純利益又は 
当期純損失(△)

(千円) 456,719 400,593 320,014 △ 1,242,731 419,218

資本金 (千円) 1,331,000 1,331,000 1,331,000 1,331,000 1,331,000

発行済株式総数 (株) 26,620,000 26,620,000 26,620,000 26,620,000 26,620,000

純資産額 (千円) 11,217,994 11,439,848 11,565,113 10,138,786 10,225,557

総資産額 (千円) 13,497,791 13,725,573 13,682,803 12,440,008 12,157,325

１株当たり純資産額 (円) 422.36 430.95 436.22 383.38 387.38

１株当たり配当額 
(うち１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)

7.50

(3.75)

7.50

(3.75)

7.50

(3.75)

10.00

(3.75)

7.50

(3.75)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

(円) 16.58 14.50 11.47 △ 46.97 15.86

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 83.1 83.3 84.5 81.5 84.1

自己資本利益率 (％) 4.1 3.5 2.8 ─ 4.1

株価収益率 (倍) 17.79 21.92 29.99 ─ 24.97

配当性向 (％) 43.62 49.64 65.37 ─ 47.28

従業員数 (名)
112
(20)

116
(17)

106
(17)

113
(12)

113
(11)
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２ 【沿革】 

大衆娯楽と文化の向上を図るため、映画その他の興行、娯楽機関の経営を目的として昭和21年２月資本

金18万円をもって東京都麹町区内幸町二丁目１番地にスバル興業株式会社を設立。 

昭和21年９月 

 

 

 

東京都千代田区有楽町に洋画特選劇場として丸の内名画座(昭和41年10月閉館)、洋

画封切劇場として丸の内オリオン座(昭和31年９月閉館)及び本邦初の洋画ロードシ

ョー劇場として丸の内スバル座(昭和28年９月閉館)を順次開設して会社の基礎を固

める。

昭和21年11月 本店を東京都中央区銀座六丁目４番地に移転。

昭和23年２月 大阪市北区堂島北町41番地に大阪支社開設。

昭和24年５月 東京、大阪各証券取引所に上場(昭和38年10月各証券取引所共市場第二部へ移行)。

昭和25年２月 本店を東京都千代田区有楽町一丁目３番地に移転。

昭和31年12月 

 

東京都武蔵野市吉祥寺に洋画封切劇場として吉祥寺スバル座(昭和48年12月吉祥寺ス

バルビル建設のため閉館)を開設。

昭和35年８月 大阪支社を大阪市福島区上福島北二丁目42番地に移転。

昭和38年12月 

 

首都高速道路公団回数通行券販売受託業務(平成17年１月回数通行券の販売を中止)

の取扱を開始。

昭和39年６月 

 

道路の清掃及びメンテナンス事業に進出するため株式会社東京ハイウエイ(資本金

200万円、合併時１億円)を設立。

昭和40年９月 

 

喫茶店、飲食店等の経営ならびに運営業務を受託するためスバル食堂株式会社を設

立。

昭和40年９月 

 

東京都品川区西五反田に大衆割烹越前(平成２年12月閉店)を開店。現在飲食店８店

の経営を行っております。

昭和41年４月 東京都千代田区有楽町に洋画ロードショー劇場有楽町スバル座を開設。

昭和41年４月 

 

東京都千代田区有楽町に喫茶店ロワール(平成８年８月閉店)を開店。現在喫茶店４

店の経営を行っております。

昭和41年９月 

 

首都高速道路の補修工事を主たる業務とするスバルハイウェイ工事株式会社(平成２

年２月、現社名株式会社太陽道路に商号変更)を設立。

昭和43年９月 

 

 

ボウリング部門に進出するため盛岡スバルボウル(昭和51年７月閉鎖)、大阪スバル

ボウル(昭和48年２月閉鎖)、東住吉スバルボウル(昭和48年11月閉鎖)及び柏スバル

ボウル(昭和48年12月閉鎖)を順次開設。

昭和43年11月 本店を東京都千代田区有楽町一丁目10番１号(現在地)に移転。

昭和45年５月 阪神高速道路公団回数通行券販売受託業務(平成17年１月回数通行券の販売を中止)

の取扱を開始。

昭和46年９月 盛岡スバルボウル(現盛岡駅前駐車場)の土地所有者北都興産株式会社の全株式およ

び建物を取得。

昭和48年12月 首都高速道路の料金収受を主たる業務とする株式会社トーハイサービス(平成15年６

月、料金収受を主たる業務とする関連会社株式会社エヌティジェーを設立、設立後

は首都高速道路の売店運営業務が主たる業務となっております。)を設立。

昭和49年１月 阪神高速道路の料金収受を主たる業務とする株式会社新トーハイ(平成15年11月、株

式会社阪神道路サービスと合併し、株式会社グローウェイに商号変更)を設立。

昭和49年４月 

 

道路の維持管理を主たる業務とするトーハイ事業株式会社(平成８年５月、現社名株

式会社トーハイクリーンに商号変更)を設立。
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昭和49年８月 

 

 

株式会社東京ハイウエイを合併、当社の事業部門に新たに道路の清掃、メンテナン

ス事業を加える。現在関東、関西、中部及び東北の４地区に清掃及び補修工事の事

業所18ヶ所を開設しております。

昭和49年８月 

 

大阪支社を関西支社に名称変更するとともに大阪市北区末広町３番21号(現在地)に

移転。

昭和50年12月 東名高速道路の維持管理を主たる業務とする株式会社東京ハイウエイを設立。

昭和51年８月 岩手県盛岡市盛岡駅前に駐車場(平成17年12月、立体駐車場に建て替え)を開設。

昭和51年８月 阪神高速道路の交通管理を主たる業務とする阪神道路サービス株式会社(昭和61年12

月、現社名株式会社高速道路管理(休止中)に商号変更)を設立。

昭和53年６月 東京都武蔵野市吉祥寺に賃貸ビル吉祥寺スバルビル(5,004.08㎡)竣工。

昭和55年４月 東京都中央区銀座に賃貸ビル銀座スバルビル(259.71㎡)竣工。

昭和56年12月 道路の維持管理を主たる業務とする株式会社末広建設工業(昭和61年７月、現社名京

阪道路サービス株式会社に商号変更)を設立。

昭和58年１月 道路の維持管理を主たる業務とする株式会社関西トーハイ事業を設立。

昭和58年５月 道路の維持補修・清掃を主たる業務とする株式会社協立道路サービスを設立。

昭和60年７月 東京、大阪各証券取引所の市場第一部に指定。

平成９年８月 兵庫県西宮市に西宮事業所を開設。

平成11年４月 愛知県名古屋市に補修工事を主とする名古屋事業所を開設。

平成13年４月 東京都江東区新木場に江東作業所(平成17年２月、東京事業所に名称変更)を開設。

平成15年３月 道路の維持管理を主たる業務とする株式会社協立商店の全株式を取得。

平成15年４月 飲食料品の販売を主たる業務とする有限会社ケイ・エス商事(平成16年３月、株式会

社ケイ・エス商事に組織変更)の全出資口数を取得。

平成17年６月 高速道路の維持管理を主たる業務とするハイウエイ開発株式会社の全株式を取得。

平成17年12月 岩手県盛岡市盛岡駅前に６層７階自走式立体駐車場(9,162.91㎡、417台収容)を開

設。
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３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、親会社２社、子会社22社および関連会社２社で構成されております。 

当社グループの事業に係わる位置づけおよび事業の種類別のセグメントとの関連は次のとおりでありま

す。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

（道路事業） 

当社が道路の維持清掃・補修工事および道路附属設備の維持管理業務等を官公庁等より受注して作業を

行うほか、その一部を子会社㈱名古屋道路サービス、㈱関西トーハイ事業、㈱道路テック、㈱トーハイク

リーン、㈱環境清美、京阪道路サービス㈱、㈱協立道路サービス、㈱協立商店に作業委託しております。

また、㈱名古屋道路サービス、㈱道路テック、㈱トーハイクリーン、㈱環境清美、京阪道路サービス㈱、

㈱協立道路サービスは自らも受注活動を行っており、業務内容によりその作業の一部を当社が請け負うこ

とがあります。 

子会社㈱太陽道路、㈱東京ハイウエイ、ハイウエイ開発㈱は受注した業務を自ら施工しておりますが、

その一部を当社が請け負うことがあります。 

子会社㈱ハマグリーンは、主としてハイウエイ開発㈱の下請負をしております。 

当社は子会社㈱トーハイサービス、㈱グローウェイおよび関連会社㈱アイアックスに対して経営業務の

指導等を行っております。 

（レジャー事業） 

親会社東宝㈱からは映画フィルムの配給を受けることがあります。また、パンフレット等劇場売店商品

の仕入、共通前売券の販売等の取引があります。 

当社は銘水等の物品販売業務を行っております。また、有楽町スバル座内にて売店を経営するほか、当

社の経営する喫茶店、飲食店等の運営管理を子会社スバル食堂㈱に委託しております。 

子会社㈱ケイ・エス商事へは当社から銘水を販売するとともに、同社より食品を仕入れております。 

（不動産事業） 

当社が盛岡において営む駐車場は、当社所有の土地および子会社北都興産㈱より賃借する土地を利用し

て行っております。 

子会社㈱ビルメン総業は、主として当社所有賃貸ビルの保守管理および清掃業務を行っております。 

  

なお、親会社東宝不動産㈱につきましては、不動産仲介等の取引が発生することがあります。また、子

会社㈱水質研究所、スバル食品㈱、㈱高速道路管理、阪神塗装㈱との営業取引はありません。 

  

  

─ 6 ─



事業の系統図は、次のとおりであります。 
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４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 「議決権の所有(被所有)割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

３ 有価証券報告書の提出会社であります。 

４ 売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えており、主要な損益情

報等は以下のとおりであります。 

  

 
  

名称 住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合

関係内容

所有
割合(％)

被所有
割合(％)

営業上
の取引

当社役員 
の兼任(名)

資金援助 
 

設備の
賃貸借

(親会社)

東宝㈱
(注)２，３

東京都
千代田区

10,355

映画製作、
配給、興行
演劇興行 
不動産賃貸
他

―
54.10
(53.86)

映画興行
に関する 
業務提携

1 あり ―

東宝不動産㈱
(注)２，３

同上 2,796

土地・建物
の賃貸 
飲食店の経
営他

―
52.45
(0.60)

― 3 ― ―

(連結子会社)

スバル食堂㈱
東京都
千代田区

10
レジャー
事業

100.00 ―
当社の
業務委託

2 ― ―

㈱太陽道路 
 (注)４

同上 50 道路事業 100.00 ―
同社の
業務請負

3 あり ―

北都興産㈱ 岩手県盛岡市 60 不動産事業 100.00 ―
当社の
業務委託

4 ―
土地の
賃借

㈱トーハイサービス 
東京都
千代田区

50 道路事業 100.00 ―
同社の
業務指導

4 ― ―

㈱グローウェイ
大阪府大阪市 
北区

43 道路事業 65.77 ―
同社の
業務指導

2 ― ―

㈱トーハイクリーン 東京都中央区 10 道路事業 100.00 ―

当社の業
務委託・ 
同社の 
業務請負

3 ― ―

㈱東京ハイウエイ 
 (注)４

東京都
千代田区

36 道路事業 100.00 ―
同社の
業務請負

5 ― ―

㈱高速道路管理
大阪府大阪市 
北区

10 道路事業 100.00 ―
同社の
業務指導

2 ― ―

京阪道路サービス㈱ 同上 10 道路事業 100.00 ―

当社の業
務 委 託・
同社の 
業務請負

3 ― ―

㈱関西トーハイ事業 同上 10 道路事業 100.00 ―
当社の
業務委託

3 ― ―

㈱協立道路サービス
兵庫県神戸市 
東灘区

20 道路事業 100.00 ―

当社の業
務 委 託・
同社の 
業務請負

2 ― ―

㈱ケイ・エス商事
東京都
世田谷区

45
レジャー
事業

100.00 ―
飲食品の
仕入販売

1 あり ―

ハイウエイ開発㈱ 
 (注)４

東京都
千代田区

100 道路事業 100.00 ―
同社の
業務請負

3 あり ―

(持分法適用関連会社)

㈱アイアックス
(注)２

岩手県盛岡市 76 道路事業
48.95
(48.95)

―
同社の
業務指導

2 ― ―

項目 ㈱太陽道路 ㈱東京ハイウエイ ハイウエイ開発㈱

(1) 売上高(千円) 2,460,784 2,270,987 3,156,016

(2) 経常利益(千円) 95,876 36,620 82,323

(3) 当期純利益(千円) 62,299 27,595 48,616

(4) 純資産額(千円) 853,334 1,154,615 72,946

(5) 総資産額(千円) 1,656,164 1,475,290 1,311,463
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年１月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 従業員数が前連結会計年度末に比し65名減少しましたのは、主として道路事業の自然退職および新規採用の

抑制等によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年１月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社には従業員組合があります。なお、提出会社および連結子会社とも労使関係は安定してお

り、特記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

道路事業
504
(185)

レジャー事業
23
(18)

不動産事業 1

全社(共通) 14

合計
542
(203)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

113
(11)

43.2 13.1 6,226,683
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独立監査人の監査報告書 
 

  

 

スバル興業株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているスバル興業株式会社の平成17年２月１日から平成18年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び

連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、スバル興業株式会社及び連結子会社の平成18年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損会計に係る会計基準を適用し

ているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

 

平成18年４月27日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  三  添  禎 四 郎  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  飯  野  健  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 
 

  

 

スバル興業株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているスバル興業株式会社の平成18年２月１日から平成19年１月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、スバル興業株式会社及び連結子会社の平成19年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

 

平成19年４月26日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  三  添  禎 四 郎  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  飯  野  健  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 
 

  

 

スバル興業株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているスバル興業株式会社の平成17年２月１日から平成18年１月31日までの第92期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、スバル興業株式会社の平成18年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損会計に係る会計基準を適用してい

るため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

 

平成18年４月27日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員
業務執行社員

公認会計士  三  添  禎 四 郎  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  飯  野  健  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書 
 

  

 

スバル興業株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れているスバル興業株式会社の平成18年２月１日から平成19年１月31日までの第93期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、スバル興業株式会社の平成19年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

  

 

平成19年４月26日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員
業務執行社員

公認会計士  三  添  禎 四 郎  ㊞

指定社員 

業務執行社員
公認会計士  飯  野  健  一  ㊞

※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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